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第
５
回
美
郷
町
民
ス
ポ
ー
ツ
祭
が
１０

月
７
日（
日
）、
爽
や
か
な
秋
晴
れ
の
中
、

西
郷
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
�

　
２
年
ぶ
り
の
開
催
と
な
っ
た
こ
の
大
会

に
は
、
各
区
よ
り
計
６
つ
に
編
成
さ
れ
た

団
が
、
各
団
の
団
長
・
団
役
員
を
中
心
に

一
堂
に
会
し
、
互
い
に
親
睦
を
深
め
な
が

ら
、ス
ポ
ー
ツ
の
秋
を
大
い
に
満
喫
し
ま

し
た
。
�

　
今
大
会
か
ら
、
団
技
９
種
目
と
団
対

抗
リ
レ
ー
２
種
目
の
計
１１
種
目
で
得
点

が
付
け
ら
れ
、
総
合
順
位
を
競
い
合
う
と

い
う
初
の
大
会
と
な
り
ま
し
た
。
徒
走
、

団
技
、
リ
レ
ー
と
各
種
目
で
熱
戦
が
展

開
さ
れ
、
活
躍
す
る
選
手
た
ち
に
盛
ん
な

拍
手
と
声
援
が
送
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま

た
、
各
団
で
は
趣
向
を
凝
ら
し
た
応
援

や
仮
装
な
ど
で
会
場
全
体
で
盛
り
上
げ

て
頂
き
ま
し
た
。
大
会
は
和
や
か
な
中
に

も
活
気
溢
れ
る
雰
囲
気
で
テ
ン
ポ
よ
く

進
行
さ
れ
、
大
盛
会
の
う
ち
に
終
了
し
ま

し
た
。
�

　
今
大
会
の
開
催
に
あ
た
り
、
ご
協
力
頂

き
ま
し
た
関
係
各
位
に
心
か
ら
ご
慰
労

と
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
皆
様
本
当

に
お
疲
れ
様
で
し
た
。
�

　町民スポーツ祭に先立ち、９月２８日（金）に美郷町の建設業者
１３社の方 ２々２名がボランティアで西郷総合グラウンド周辺の除
草、剪定作業、グラウンド整備等を行って下さいました。�
　おかげをもちましてグラウンド及び周辺景観が良くなり、気持
ち良く大会を迎えることが出来ました。ありがとうございました。�
�



�
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・文化協会発表会�
・子どもドッジボール大会�
・赤ちゃんハイハイ競争�
・美郷シリーズ（軟式野球大会）　など�
�

航空自衛隊新田原基地は、以下のとおり航空祭を開催しますのでお知らせします。�
■ 日時　平成２４年１２月２日(日曜日)　午前８時３０分～午後３時まで�

■ 場所　航空自衛隊新田原基地及び同周辺空域�

■ 主要イベント�
　・基地所属航空機(戦闘機等)による飛行展示
　・陸海空自衛隊機、装備品等の地上展示
　・花電車(チビッコ電車)を含む各種アトラクションなど

■ 入場料　無料�

■ 航空祭用駐車場(基地内)�
　公共交通機関をご利用下さい。�
　基地内へのお車の乗り入れは、駐車券を持っている方のみとなりますのでご注意下さい。�
　駐車券応募要領は基地ホームページをご覧下さい。なお、次の車両の駐車券は不要です。�
　・乗客同乗の大型バス（定員25名以上のマイクロバスを含む。）
　・二輪車
　・障害者手帳等をお持ちの方（障害者手帳等の証明書類を確認します。）が同乗する車両

■ 臨時無料駐車場�
　駐車券のない一般車両は次の臨時無料駐車場等をご利用の上、シャトルバス(有料)等により御来場下さい。
　駐車場によっては、早期に満車になる場合があります。詳しくは、基地ホームページをご覧下さい。�
�
�
�
�
�
�

　県内各地のＳＡＰ会員（青年農業者）等が主にＳＡＰや地域で生産した自慢の農産物を使って、オリジナル
料理バトルを行います。�
　その他、農産物や加工品の即売、農業体験などいろいろな形で「農業」を体験していただくイベントです。�
　盛りだくさんの内容で、皆さんをお待ちしています！�
　ご家族で、是非お越しください！�
�
�

　美郷グルメコンテスト及び美郷のど自慢大会に出場される参
加者・グループを募集中です。どちらも参加は無料ですので、詳
しい内容につきましては、きららびじょんや美郷町のホームぺー
ジに案内いたしております。たくさんの参加をお待ちしております。�
�

■ アクセス�
　・公共交通機関ご利用の場合�
　　宮崎市街地、ＪＲ日豊本線高鍋駅、西都バスセンターから臨時バスが運行される予定です。�
　　詳しくは基地ホームページをご覧下さい。�
　・自動車ご利用の場合�
　　地図をご覧下さい。（基地ホームページをご覧下さい。）�

■ その他�
　混雑が予想されますので、なるべく公共交通機関をご利用下さい。�
　基地周辺の路上駐車は周りの迷惑になりますのでご遠慮下さい。�
�
�

（問い合わせ先）企画情報課　1６６ - ３６０３�
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�

小さいお子さん
を持つお母さん
へ「生き抜く」
子どもを育てる
コツ�

　美郷町内からスクールバス及び路線バスを利用して通学している高校生の保護者に対して、自宅
から停留所までの距離に応じた補助金が支給されます。詳細は下記のとおりですので該当される方
は忘れず申請してください。�

●補助の期間　８月～１１月�

●補助の条件　生徒が月１０日以上の日数でバスを利用した場合�
　※保護者が生徒を自宅から高校まで送迎している場合でも補助対象となる場合があります。詳し
　　くは下記までお問い合わせください。�
�

●書類配布及び申請期間�
　平成２４年１１月５日（月）～１２月７日（金）�

●書類配布場所及び申請場所�
　教育委員会本所及び各支所�
　※現在、高校生スクールバスを利用している生徒に対しては、運転手を通じて配付します。�

●詳しい内容のお問合せ先　教育委員会本所　1６６ - ３６０８�

�

裁判でしか真実
は見えてこない！
‥事件編に続く
第２部�

※利用したい図書等のご要望がございましたら、お近くの図書館にお気軽にご連絡下さい。      �
　参考にさせて頂きます。      

　百済王伝説の証とされる「師走祭り」が、来年１月
２５日（金）から２７日（日）の３日間開催されます。美郷
町観光協会南郷支部では、１月２５日（金）におこな
われる『迎え火』のやぐらづくりの参加者（団体）を募
集しています。参加を希望される方（団体）は、１２月
２１日（金）までに美郷町観光協会南郷支部（電話５９
－１６０１）までお申込みください。�
　勇壮な迎え火を眺めつつ、気の合う仲間とお酒を
酌み交わすのはいかがですか？�

※やぐらのつくり方など、分からない事や聞きたいこ
とがありましたら、観光協会南郷支部までお気軽に
お問い合わせください。�
�
�
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注１）鳥獣保護法49条該当者とは、既に狩猟免許のいずれかを持っている方が、別の狩猟免許を受験しようとす
る場合や、病気などやむを得ない理由で狩猟免許を期限までに更新できず失効した方などが対象となります。�

　狩猟期間とは狩猟を行なっても良い期間となっており、宮崎県では平成２４年１１月１５日（木）から平
成２５年２月１５日（金）までとなります。但し、宮崎県ではイノシシ、シカに限り３月１５日（金）までとなっ
ております。�
　なお、狩猟を行うには、銃や罠等の狩猟免許を所持しており、平成２４年度に宮崎県へ狩猟者登録
を行い、狩猟者登録証及び狩猟者記章の交付を受けた者が対象となります。�
　狩猟期間中にハイキングや山菜採り等で山に出かけられる際は、明るい服装等していただき、周囲
には十分注意していただきますようよろしくお願いします。�
　皆様には、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力のほどをお願いいたします�
�

新
刊
図
書
の
ご
紹
介�

種類　　　　　　　　　書　名　　　　　　　　　　　著者名等�

一般 たとへば君ー四十年の恋歌 河野 裕子・永田 和宏�

一般 弔辞　劇的な人生を送る言葉 文藝春秋編�

一般 困ってる人 大野　更紗�

児童 米村でんじろうのイッキによめる！おもしろ科学　小学１年生～３年生 米村　でんじろう�

絵本 パパのしごとはわるものです 板橋　雅弘�

絵本 ほげちゃん やぎ　たみこ�

一般 カササギたちの四季 道尾　秀介�

一般 人生がときめく片づけの魔法 近藤　麻理恵�

一般 「サラ川」傑作集　ベストテン 山藤　章二　他選�

児童 ラスト・ラン 角野　栄子�

絵本 そうべえのふしぎなりゅうぐうじょう 田島　征彦�

絵本 しましまぐるぐる 相原　章二�

一般 マスカレード・ホテル 東野　圭吾�

一般 おまえさん（上）（下） 宮部　みゆき�

一般 平成猿蟹合戦図 吉田　修一�

児童 宇宙の迷路 香川　元太郎�

絵本 あたまをなくしたおとこ クレール・Ｈ・ビショップ�

絵本 どんぐりもりのおきゃくさん 香山　美子�

※利用したい図書等のご要望がございましたら、お近くの図書館（室）にお気軽にご連絡下さい。参考にさせて頂きます。　      
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月
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北
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オ
ス
ス
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２
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紹
介
し
ま
す
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11
月
11
日
か
ら
17
日
ま
で
は「
税
を
考
え
る
週

間
」で
す
。�

　「
税
を
考
え
る
週
間
」は
、
国
民
生
活
に
深
い
か

か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
税
に
つ
い
て
、
そ
の
意
義(

必

要
性)

及
び
役
割(

使
途)

を
わ
か
り
や
す
く
説
明

す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
皆
様
に
税
に
対
す
る

理
解
を
よ
り
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
設
け
て
い

ま
す
。�

　
今
年
は「
税
の
役
割
と
税
務
署
の
仕
事
」を
テ
ー

マ
と
し
て
、
適
正
・
公
平
な
課
税
及
び
徴
収
の
実

現
に
向
け
た
国
税
庁
の
取
り
組
み
や
今
後
の
課
題

に
つ
い
て
、
様
々
な
機
会
を
通
じ
て
紹
介
す
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。�

　
な
お
、
国
税
庁
の
取
り
組
み
等
に
つ
い
て
分
か

り
や
す
く
紹
介
し
て
い
る
ペ
ー
ジ
を
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
、
年
間
を
通
じ
て
開
設
し
て
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。�

【
国
税
庁
ホ
ー
ム
ー
ペ
ー
ジ
】　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　http://w
w
w
.nta.go.jp

�
�����

　
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
と
は
、
給
与
支
払�

者
が
毎
月
従
業
員
に
支
払
う
給
与
か
ら
個
人
住

民
税
を
差
し
引
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
に
納

入
す
る
制
度
で
す
。�

　
県
内
全
市
町
村
と
宮
崎
県
で
は
、
特
別
徴
収
の

適
切
な
実
施
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
特
別
徴
収

に
ご
対
応
い
た
だ
い
て
い
な
い
事
業
主
の
方
に
は
、

今
後
、
特
別
徴
収
を
し
て
い
た
だ
く
旨
の
連
絡
が
各

市
町
村
か
ら
届
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。
　
　�

　
事
業
主
の
皆
様
に
は
、
特
別
徴
収
制
度
を
ご
理

解
い
た
だ
き
、
適
切
な
実
施
を
お
願
い
し
ま
す
。�

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】�

　
美
郷
町
財
務
課
税
務
係�

　
　
　
　
　
　
　
1
０
９
８
２ - 

６６ - 

３
６
０
２�

　
宮
崎
県
総
務
部
市
町
村
課�

　
　
　
　
　
　
　
1
０
９
８
５ - 

２６ - 

７
０
２
３�

�����

　
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
が
つ
い
て
な
い
農
耕
作
業
車

で
は
、
公
道
を
走
行
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。�

　
も
し
、こ
の
よ
う
な
農
耕
作
業
車（
未
申
告
）を
発

見
し
た
場
合
に
は
３
万
円
以
下
の
過
料
が
科
せ
ら

れ
る
事
と
な
り
ま
す
。�

　
こ
の
よ
う
な
農
耕
作
業
車
を
お
持
ち
の
方
は
、
財

務
課
に
て
申
告
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。�

　
な
お
、
農
耕
作
業
車
の
税
額
は
１
６
０
０
円
と
な

り
ま
す
。�

�����

　
農
業
所
得
申
告
に
関
し
ま
し
て
は
、
全
て
が
収
支

計
算
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。�

　
経
費
を
把
握
し
て
い
な
い
と
申
告
の
と
き
に
不
利

に
な
り
、
国
民
健
康
保
険
税
、
住
民
税
に
影
響
が
出

て
き
ま
す
。�

　
も
う
す
で
に
、
農
業
関
係
の
経
費
が
出
て
き
て
い

る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
領
収
書
の
保
管
と
帳
簿
記
載

を
習
慣
に
し
ま
し
ょ
う
。�

�����

　宮崎地方法務局及び宮崎県人権擁護委員連合会では、女性の人権問題専用の相談電話｢女性の人
権ホットライン｣を設置して、通常、平日の午前8時30分から午後5時15分まで相談に応じています。�
　強化週間中には、平日の時間を延長し、土･日曜日にも相談に応じますので、お気軽にご相談下さい。�

【強化週間】　平成２４年１１月１２日（月）から同月１８日（日）まで�

【相談受付時間】　平日は、午前８時３０分から午後７時まで�
　　　　　　　　土・日曜日は、午前１０時から午後５時まで�

【相談対応者】　人権擁護委員、法務局職員�

【無料弁護士相談】�
　１１月１７日（土）及び１８日（日）の２日間のみ、弁護士による無料面談相談に応じます。１０月１２日（金）
から予約受付を開始していますので、当局人権擁護課（代表０９８５－２２－５１２４）までお電話ください。�
�
�

　火災が発生しやすい時季を迎えます。火の取扱いには十分注意し、火災の被害者及び財産の損
失を防ぎましょう。�
�



平成24年11月（16）�平成24年11月（17）�

� 用語の説明�

(単位：千円）�

(単位：千円）�

一般会計の他に特別会計や一部事務組合の借金を含んだ返済金額から『※２　標準財
政規模』で割った数値です。��
※家庭で例えると、『必ず定期的に入る給料やボーナスの通常収入や定期的に入る援
助金を加えた収入』に対する、『その家庭の借金返済額の他、扶養義務のある子供や親
の借金返済額を加えた金額』の割合です。�

町の標準的な状態で通常収入されるであろう一般財源の規模。��
町税、譲与税、交付金、普通交付税の合計になります。��
※サラリーマン家庭に例えると、必ず定期的に入る給料やボーナスの通常の収入に定
期的に入る援助金(生活保護費、子供手当、仕送り）を加えた収入のことです。�

町が一年間で標準的な水準で行政を行うために必要な経費に対して税収等の割合です。
��
この数値が１を超えると普通交付税がもらえない団体になります。��
※サラリーマン家庭に例えると、『生活に必要な支出（食費、衣料費、水道光熱費、教育
費、家等の簡単な修繕）』に対する、『給料やボーナスの通常の収入（援助金を除きます）』
の割合です。�

（分類は財政状況調査要領による）� （単位：千円）�

�

決算額    �

558,408�

145,687�

851�

641�

105�

54,878�

19,497�

24,307�

5,073,778�

1,763�

18,655�

81,566�

538,270�

696,255�

44,346�

6,204�

96,504�

242,841�

313,205�

683,293�

8,601,054�

1,361,729�

7,239,325

�

構成比（％）�

6.5�

1.7�

0.0�

0.0�

0.0�

0.6�

0.2�

0.3�

59.1�

0.0�

0.2�

0.9�

6.3�

8.1�

0.5�

0.1�

1.1�

2.8�

3.6�

8.0�

100.0�

15.8�

84.2

�

決算額   �

568,572�

148,252�

1,430�

247�

109�

57,104�

23,206�

23,979�

5,365,103�

1,676�

17,086�

74,802�

1,131,023�

874,959�

38,295�

6,124�

23,536�

251,079�

302,071�

1,138,681�

10,047,334�

1,281,565�

8,765,769

�

増減率（％） �

▲ 1.8�

▲ 1.7�

▲ 40.5�

159.5�

▲ 3.7�

▲ 3.9�

▲ 16.0�

1.4�

▲ 5.4�

5.2�

9.2�

9.0�

▲ 52.4�

▲ 20.4�

15.8�

1.3�

310.0�

▲ 3.3�

3.7�

▲ 40.0�

▲ 14.4�

6.3�

▲ 17.4

�

増減額   �

▲ 10,164�

▲ 2,565�

▲ 579�

394�

▲ 4�

▲ 2,226�

▲ 3,709�

328�

▲ 291,325�

87�

1,569�

6,764�

▲ 592,753�

▲ 178,704�

6,051�

80�

72,968�

▲ 8,238�

11,134�

▲ 455,388�

▲ 1,446,280�

80,164�

▲ 1,526,444

平成２３年度� 平成２2年度�

歳入決算額�

8,601,054 �
1,122,480 �
972,185 �
149,005 �
141,738 �
198,715 �
408,949 �
514,411 �
83,814 �

12,192,351 

歳出決算額�

8,400,008 �
1,122,122 �
961,473 �
136,376 �
131,155 �
198,315 �
383,143 �
509,758 �
83,814 �

11,926,164 

形式収支　�
(歳入歳出差引) �

201,046 �
358 �

10,712 �
12,629 �
10,583 �

400 �
25,806 �
4,653 �

0 �
266,187 

翌年度へ繰  �
越すべき財源 �

41,027 �
�
�
�
�
�
�
�
�

41,027 �
�

実質収支 　�
(翌年度繰越額)�

160,019 �
358 �

10,712 �
12,629 �
10,583 �

400 �
25,806 �
4,653 �

0 �
225,160 

会 計 名  �

一 般 会 計  �
国民健康保険事業 特別会計 �
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計  �
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計  �
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計  �
後期高齢者医療事業特別会計 �
国民健康保険診療所事業特別会計 �
国民健康保険病院事業会計 収益�
国民健康保険病院事業会計 資本�
合 　 　 　 　 　 計  �

　  平成２３年度 �
160,019 �

▲ 43,544 �
86.7 �
10.4 �
13.2 �

5,359,429 �
0.14 �

9,190,131 �
4,748,209 

　  平成２２年度 �
203,563 �
14,555 �

84.0 �
12.0 �
16.3 �

5,707,259 �
0.15 �

9,725,042 �
3,985,523 

増減額またはポイント�
▲ 43,544�
▲ 58,099�

2.7�
▲ 1.6�
▲ 3.1�

▲ 347830�
▲ 0.01�

▲ 534,911�
762,686

区 分  �
実 質 収 支 額 （千円） ※１�
単 年 度 収 支 額 （千円） ※２�
経 常 収 支 比 率 （％） ※３�
公　債　費　比　率（％） ※４�
実質公債費比率（％） ※５�
標準財政規模（千円） ※６�
財政力指数 ※７�
起 債 残 高（ 借 金 残 高 ） �
基 金 残 高（ 積 立 金 残 高 ） �

歳入決算額がら歳出決算額を差引いた金額から翌年度に繰越す金額を差引いた金額にな
ります。��
実質的な翌年度の繰越金のことです。　�

歳入総額のうち『前年度からの繰越金』を除く収入から支出を差引いた金額です。前年度と
当該年度の繰越金の差額がこの金額になります。この数字がマイナスなると繰越金が減っ
たことになります。�

『経常経費充当一般財源』を『経常一般財源』で割ったものです。��
※『経常費充当一般財源』とは　��
　一般家庭に例えると、生活に必要な支出（食費、衣料費、水道光熱費、教育費、家等の
簡単な修繕）になります。家族旅行、車やぜいたく品の購入、お祝い事等の臨時的な支出
は含みません。��
※『経常一般財源』とは��
　サラリーマン家庭に例えると、必ず定期的に入る給料やボーナスの通常収入や定期的に
入る援助金を加えた収入になります。宝くじの当選金、土地売払の収入やお祝い金等の臨
時収入は含みません。�

一般会計の借金の返済金額から『※６標準財政規模』で割った数値です。��
※サラリーマン家庭に例えると、『必ず定期的に入る給料やボーナスの通常収入や定期
的に入る援助金を加えた収入』に対する、『その家庭の借金返済額』の割合です。�



平成24年11月（18）�平成24年11月（19）�

　平成２５年度に美郷町に配分される赤い羽根共同募金福祉団体等活動費助成金の申請を、下記のと
おり受け付けます。�
○ 配分の対象となる団体�
　地域福祉活動の推進を目的として、美郷町内に所在する高齢者団体、ボランティア団体、障がい者
団体及び公民館や自治会、学校などを対象とします。�
○ 配分の対象となる事業�
　助け合いの精神に基づいた地域福祉活動のうち、次のような活動に対して助成します。�
�
�

○ 配分決定と配分時期�
　配分決定については美郷町共同募金委員会にて行われます。�
　配分時期は平成２５年度になります。�
○ 申請 �
　■ 申請期間　平成２４年１１月１日（木）～１１月３０日（金）　�
�
�

③地域福祉の向上に資する、行事、活動
　等への助成�
★ひとり暮らしなどで家に閉じこもりがちな高
　齢者等の孤独感や不安感の解消を目的と
　する交流会の開催等　�
★地域で活動しているボランティア団体への助成�
★学校が行う福祉活動等�
�
�

�

（単位：千円）�

（単位：千円）�

　今年度も１０月１日から「赤い羽根共同募金運動」が全国一斉に展開されています。�
町民の皆様からいただきました「赤い羽根共同募金」については、一定割合をその
地域で活かすことを目的として、地域の団体等に配分されることになっています。�
�

　県民手帳は、月間予定表、週間予定表など身近な情報を集録したポ
ケットサイズの手帳です。ぜひ、お買い求め下さい。�
・ 価　格　５００円（税込）�
・ サイズ　たて１５ｃｍ×よこ９ｃｍ（ポケットサイズ）�
・ 販売先　役場企画情報課、県内セブンイレブン各店など�
※冊数に限りがございます。お求めはお早めにどうぞ！�
�

宮崎の便利情報がこの１冊に！！�
�
２０１３宮崎県民手帳販売開始�
宮崎の便利情報がこの１冊に！！�
�
２０１３宮崎県民手帳販売開始�

�

決算額    �

1,442,894�

1,025,036�

131,011�

392,099�

890,263�

1,234,615�

500,846�

733,769�

216,030�

181,212�

34,818�

1,343,753�

846,310�

21,669�

216,000�

640,328�

8,400,008

�

構成比（％）�

17.1�

12.2�

1.6�

4.7�

10.6�

14.7�

6.0�

8.7�

2.6�

2.2�

0.4�

15.9�

10.1�

0.3�

2.6�

7.6�

100.0

�

決算額   �

1,397,877�

1,051,560�

118,016�

375,673�

988,650�

2,239,887�

1,573,664�

666,223�

217,407�

199,070�

18,337�

1,550,571�

925,816�

48,710�

236,900�

653,426�

9,804,493

�

増減率（％） �

3.2�

▲ 2.5�

11.0�

4.4�

▲ 10.0�

▲ 58.1�

▲ 68.2�

10.1�

80.9�

▲ 9.0�

89.9�

▲ 13.3�

▲ 8.6�

▲ 55.5�

▲ 8.8�

▲ 2.0�

▲ 14.3

�

増減額   �

45,017�

▲ 26,524�

12,995�

16,426�

▲ 98,387�

▲ 1,005,272�

▲ 1,072,818�

67,546�

▲ 1,377�

▲ 17,858�

16,481�

▲ 206,818�

▲ 79,506�

▲ 27,041�

▲ 20,900�

▲ 13,098�

▲ 1,404,485

平成２３年度� 平成２2年度�

�

決算額    �

86,167�

1,805,253�

1,154,210�

752,245�

55,015�

1,301,999�

261,411�

609,630�

167,824�

646,471�

216,030�

1,343,753�

0�

8,400,008

�

構成比（％）�

1.0�

21.5�

13.7�

9.0�

0.7�

15.5�

3.1�

7.3�

2.0�

7.7�

2.6�

15.9�

0.0�

100.0

�

決算額   �

62,666�

2,448,280�

1,075,299�

769,185�

48,216�

1,524,762�

307,597�

545,802�

131,144�

1,117,064�

217,407�

1,550,571�

6,500�

9,804,493

�

増減率（％） �

37.5�

▲ 26.3�

7.3�

▲ 2.2�

14.1�

▲ 14.6�

▲ 15.0�

11.7�

28.0�

▲ 42.1�

▲ 0.6�

▲ 13.3�

▲ 100.0�

▲ 14.3

�

増減額   �

23,501�

▲ 643,027�

78,911�

▲ 16,940�

6,799�

▲ 222,763�

▲ 46,186�

63,828�

36,680�

▲ 470,593�

▲ 1,377�

▲ 206,818�

▲ 6,500�

▲ 1,404,485

平成２３年度� 平成２2年度�



平成24年11月（20）�平成24年11月（21）�

　農業従事者の高齢化が進展する美郷町において、就農者の育成・確保や就農後の定着を図り、産業
の振興と地域の活性化を図ることを目的とした各種事業を、平成24年10月から行なうことになりました。�
�
�

�

    

�

�



平成24年11月（22）�平成24年11月（23）�

　インフルエンザと普通の風邪とでは、感染源となるウイルスの種類が違います。インフルエンザは、急
な高熱から始まり、症状の悪化が早く、高熱・頭痛・全身の倦怠感・筋肉痛などの症状が重くなります。
また、気管支炎や肺炎など合併症を起しやすく、体力のない高齢者や乳幼児などは命にかかわることも
あります。感染力が圧倒的に強く、集団感染も発生しやすいのです。�

　平成24年度美郷町総合町民祭で、『赤ちゃんハイハイ競争』を実施します。事前に申込みが必要です。
参加希望の保護者の方は、お電話でお申込みください。参加者全員に参加賞もあります。美郷町内外
問わず、たくさんの赤ちゃんの参加をお待ちしております。�

　乳幼児突然死症候群（SIDS）はそれまで元気だった赤ちゃんが、事故や窒息ではなく眠っている間に突然死亡
してしまう病気です。何の前触れもなく突然に死んでしまう病気でそのほとんどは赤ちゃんが眠っている時に起こり、
誰も気づかないほど静かに起こってしまうのが特徴です。日本での発生頻度はおよそ出生４，０００人に１人と推定
され、生後２ヶ月から６ヶ月に多いとされています。発症は減少してきていますが平成２２年には全国で１４０人の赤
ちゃんがこの病気で亡くなっており、乳児の死亡原因の第３位となっています。発症原因はまだ分かっていません
が赤ちゃんの睡眠中に生理的に起こる無呼吸から回復できなくなることが原因ではないかと考えられています。　�
　なお、乳幼児突然死症候群は（SIDS）はうつったり、遺伝する病気ではありません。完全な予防方法は見つかっ
ていませんが次のような育児環境に注意することによって発症を減らせることがわかってきています。�
�

　放送大学はテレビ等の放送やインターネットで授業を行う通信制の大学です。働きながら学んで大
学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で、幅広い世代の方が学んでいます。�
　ただいま平成２５年４月入学生を募集しています。詳しい資料を無料で送付致しますので、お気軽に
お問い合わせください。�
�



平成24年11月（24）�平成24年11月（25）�

�

　9月から西郷区・南郷区においてヘルスアップ運動教室「ヨガ」を実施しています。�
　「ヨガ」と言うと、普段の生活の中ではしないような難しいポーズをとり、体が柔らかくないと出来ない
というイメージがあるかもしれませんが、最初は自分の出来る範囲で行ない、少しずつ難易度をあげて
いくことで体が柔らかくなっていきます。元 ヨ々ガには骨の配列を元の位置に戻すという効果があるので、
正しいポーズを続けていくことによって歪んでいた骨盤が徐々に戻っていきます。ポーズによっては一度
血の流れを止めてそのあと一気に開放するようなものもあります。血が一気に全身にいきわたるように
なり身体が温まり血液の流れが良くなり、体内の毒素や老廃物も排出されていくことになります。そのた
め肩コリや首のコリにも効果が高いと言われており、健康的できれいな美肌を手に入れることもできます。�
実りの秋・食欲の秋・スポーツの秋…ご自分の健康管理のために「ヨガ」を始めてみませんか？見学も大
歓迎です。ご参加をお待ちしております。�
�

　チャレンジテーマは決まりましたか？      �
　いきいきとした楽しい人生を過ごせるよう生活習慣病を予防するために行う
ものです。        �
　健康づくりのためのチャレンジテーマを決めて、気楽に、気軽にチャレンジし
て生活習慣の改善に取り組みましょう。        �
　１０月は忙しくて取り組めなかったという方は１１月からでもいいので健康づく
りのチャ レンジテーマを決めて取り組んでみましょう。 �
　記録用紙を提出していただいた方全員に参加賞をさしあげます。�

�

　前月号に引き続き、認知症予防プログラムの取り組みについてご紹介
します。�
　今回は西郷区で行っている「パソコンプログラム」です。前回ご紹介し
た北郷区と同じ内容ですが、仲間づくりや、認知症にならないことを目的
に西郷区で参加されている方は現在、１０名でうち６名が男性です。�
　パソコンがまったくの初心者という方もいますが、始まって１か月が過ぎ、
皆さんそれぞれに教えあうなどして少しずつパソコン（ワード）の技術も
身についてきているようです。�
　現在、ミニコミ誌を作成中ですが記事作成のために取材をしたり、写
真をとったりと記事を書き、パソコンの技術を学んで作業したりと楽しく認知症予防をしています。�
　とてもいい雰囲気のグループです。どんなミニコミ誌の記事ができるのかとても楽しみです。�
�



平成24年11月（26）�平成24年11月（27）�

　
病
院（
医
療
全
般
で
す
が
）は
、
極
端

に
言
え
ば「
人
の
不
幸
せ
」で
成
り
立
っ

て
い
る
と
言
わ
れ
て
仕
方
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
好
き
好
ん
で
病
気
に
な
る

方
は
い
ま
せ
ん
し
、
し
た
く
も
な
い
食

事
制
限
や
内
服
指
導
を
受
け
、
痛
い
検

査
も
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
、
病
と
向
き
合
う
現
実
に
直
面
さ
せ

ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、「
よ

く
な
っ
て
い
ま
す
ね
、
お
薬
を
減
ら
し

ま
し
ょ
う
」と
か
、
入
院
中
で
あ
れ
ば「
近
々

お
家
へ
帰
れ
そ
う
で
す
ね
」と
い
う
主
治

医
の
言
葉
に
、
患
者
さ
ん
は
胸
を
な
で

お
ろ
し
、
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
、
医
療
者

側
も
あ
た
た
か
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。
�

　
し
か
し
、
医
学
的
に
は
退
院
可
能
で

も「
今
の
ま
ま
で
は
家
に
帰
れ
な
い
」、

「
し
ば
ら
く
病
院
に
お
い
て
く
だ
さ
い
」、

「
こ
の
状
態
で
家
に
帰
っ
て
き
て
も
面
倒

を
み
れ
ん
」と
い
う
こ
と
で
退
院
調
整

に
難
渋
す
る
例
が
多
い
の
も
実
情
で
す
。

特
に
山
間
へ
き
地
や
離
島
で
は
、
在
宅

医
療
へ
移
行
す
る
際
の
中
間
的
施
設（
介

護
療
養
病
床
、
老
人
保
健
施
設
な
ど
）

が
圧
倒
的
に
不
足
し
て
い
る
か
存
在
し

な
い
状
況
で
あ
り
、
子
供
さ
ん
方
も
他

県
に
居
住
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
た

め
、
人
的
に
も
物
的
に
も
資
源
が
足
り

な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
救
急
医
療
・

特
に
時
間
外
受
診
の
問
題
も
大
き
く
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
ま
す
が
、
結
局
独

居
な
ど
で
い
よ
い
よ
悪
く
な
り
救
急
で

来
ら
れ
た
方
や
、
老
夫
婦
二
人
暮
ら
し

で
一
方
が
倒
れ
た
な
ど
と
い
う
と
き
は
、

ま
ず
入
院
が
長
引
き
ま
す
。
今
後
、
団

塊
の
世
代
の
皆
様
が
80
代
を
迎
え
る
20

年
後
に
は
、
高
齢
者
医
療
需
要
は
お
よ

そ
1.5
倍
に
膨
れ
る
で
し
ょ
う
。
少
子
高

齢
化
は
さ
ら
に
進
展
し
、
少
な
い
人
員

で
多
く
の
高
齢
者
を
支
え
る
時
代
が
到

来
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
医
療

を
提
供
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
単
純
に
言

え
ば
1.5
倍
の
医
療
費
を
必
要
と
す
る
で

し
ょ
う
。
極
端
に
言
え
ば「
医
療
の
質
を

維
持
す
る
代
わ
り
に
費
用
負
担
に
耐
え

る
か
」、「
医
療
費
を
抑
制
し
て
質
を
下

げ
る
の
か
」、
究
極
的
な
判
断
・
選
択
を

迫
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
�

　
さ
ら
に
込
み
入
っ
た
話
を
す
れ
ば
、

ご
高
齢
患
者
さ
ん
の
食
べ
る
量
が
減
っ

て
き
た
場
合
、
全
身
の
状
態
が
悪
く
な

る
と
家
族
に
説
明
を
行
い
ま
す
。「
こ
の

先
の
治
療
を
ど
う
し
ま
す
か
？
」。
要
す

る
に
、
中
心
静
脈
栄
養
に
す
る
の
か
、

経
鼻
栄
養
、
あ
る
い
は
胃
瘻
を
選
ぶ
の

か
?
。
し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
家
族

に
と
っ
て
も
大
変
酷
な
こ
と
で
す
。
医

療
関
係
者
が
親
族
に
い
れ
ば
あ
る
程
度

理
解
も
可
能
で
し
ょ
う
が
、
素
人
の
家

族
が
話
を
聞
い
て
十
分
理
解
し
た
上
で

判
断
で
き
て
い
る
状
況
と
ば
か
り
は
言

え
ま
せ
ん
。「
ど
う
や
っ
て
最
期
を
迎
え

る
か
？
」と
い
う
究
極
の
選
択
で
す
か
ら
、

本
当
は
本
人
に
直
接
確
認
し
た
い
の
で

す
が
、
そ
れ
が
叶
わ
な
い
た
め
に
、
医

療
者
も
家
族
も
苦
労
す
る
わ
け
で
す
。
�

�
終
末
期
医
療
に
つ
い
て
、
本
人
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
家
族
に
も
様
々
な
考

え
は
あ
る
で
し
ょ
う
。
前
回
の
投
稿
時

に
も
言
及
し
ま
し
た
が
、
絶
対
的
価
値

は
存
在
し
ま
せ
ん
が
、
気
管
内
挿
管
や

胃
瘻
を
選
択
し
た
結
果
、
長
く
大
変
な

介
護
を
強
い
ら
れ
る
例
は
数
多
く
あ
り

ま
す
。
そ
の
と
き
は
よ
か
れ
と
思
っ
た

選
択
が
、
後
々
家
族
を
苦
し
め
る
こ
と

が
あ
る
の
で
す
。
本
人
も
苦
し
ん
で
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
な
ど
と
家

族
が
思
い
始
め
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
不
幸

せ
で
す
。
も
と
も
と
胃
瘻
は
、
神
経
疾

患
な
ど
で
口
か
ら
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ

た
人
が
適
応
で
、
高
齢
者
な
ど
に
は
適

応
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
す
が
、

食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
た
ら
胃
瘻
と
い
う

構
図
が
で
き
て
し
ま
い
ま
し
た（
入
院

期
間
短
縮
や
在
宅
医
療
推
進
と
い
う

国
の
政
策
に
縛
ら
れ
た
、
や
む
を
得
な

い
一
面
が
あ
る
の
も
事
実
で
す
が
）。
�

�
平
均
寿
命
世
界
一
を
男
女
と
も
明
け

渡
し
た
日
本
は
、
こ
れ
か
ら
は
人
生
の

「
長
さ
」で
な
く「
質
」を
重
要
視
し
、「
退

院
す
る
こ
と
」、「
生
き
る
こ
と
」が
不
幸

せ
と
な
ら
な
い
よ
う
生
き
方
・
逝
き
方

上
手
に
な
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
�

い
　
　
　
か
た
�

い
　
　
　
か
た
�

ふ
く
�

け
い
び
え
い
よ
う
�

ふ
く
�

い
ろ
う
�

　ご協力をお願いします。
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